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　 当 委 員 会 は 、 今 号 か ら

新 た な メ ン バ ー で 編 集 を

行 い 、 皆 様 に 広 報 紙 を 御

届 け 致 し ま す 。

　 国 の 緊 急 事 態 宣 言 解 除

後 、 減 少 し て い た 新 型 コ ロ

ナ 感 染 者 が 、 東 京 を 中 心 に

再 拡 大 し は じ め 、 本 県 も ７

月 に 入 り 、 新 た に 42 名 （ ７

／ 28 現 在 ） の 感 染 が 確 認

さ れ ま し た 。

　 ま た 、 ７ 月 豪 雨 と 呼 称 さ

れ る 九 州 、 山 陰 地 方 を 主 災

地 と す る 水 災 害 が 今 年 も ま

た 発 災 し ま し た 。 さ ら に 、

コ ロ ナ 対 策 と し て 、 避 難 所

に 於 い て も 間 隔 の 確 保 の 徹

底 や 、 被 災 地 へ の 人 的 支 援

も 、 そ こ の 県 内 、 自 治 体 の

み に 限 る 等 、 昨 年 ま で と は

全 く 違 う 対 応 を 余 儀 な く さ

れ て い ま す 。

　 マ ス コ ミ 等 の 批 判 や 、 自

粛 要 請 、 移 動 制 限 に よ る 経

済 縮 小 の 煽 り を 被 っ た 事 業

者 の 不 満 、 不 安 の 声 も 当 然

だ と 思 い ま す 。 　

　 さ は さ り な が ら 、 現 在 の

日 本 人 が 初 め て 直 面 す る 大

災 害 で あ り 、 政 府 や 各 自 治

体 、 医 療 を 始 め と す る 各 関

係 機 関 も 正 解 の 無 い 中 、

日 々 、 必 死 に 立 ち 向 か っ て

お ら れ ま す 。

　 日 本 人 は 昔 か ら 国 難 に み

ま わ れ る 度 に 、 他 者 を 思 い

や り 、 助 け 合 い 、 力 強 く 乗

り 越 え て き た 民 族 で す 。 私

達 も 、 予 防 を し っ か り 心 掛

け 、 デ マ や 風 評 に 惑 わ さ れ

ず 、 希 望 を 持 っ て 立 ち 向 か

い ま し ょ う 。
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新 議 会 広 報 編 集 特 別 委 員　 市 長 に も 解 散 権

は あ り ま す が 、 総

理 大 臣 の 解 散 権 と は 少 し

違 っ て い ま す 。

　 総 理 大 臣 は 何 時 で も 議

会 を 解 散 す る こ と が 出 来

ま す が 、 地 方 自 治 体 の 首

長 （ 市 長 ） は 、 議 会 か ら

不 信 任 決 議 を さ れ た 場 合

や 、 そ れ と 同 等 と 認 め ら

れ る 決 議 が さ れ た 場 合 に

限 っ て 、 決 議 さ れ た 日 か

ら 10 日 以 内 に 議 会 を 解 散

す る こ と が で き ま す 。

　 解 散 し な け れ ば 10 日 が

経 過 し た 時 点 で 失 職 し ま

す 。
　 ま た 、 議 会 を 解 散 し た

場 合 、 選 挙 後 に 初 め て 招

集 さ れ た 議 会 で 再 び 不 信

任 決 議 案 が 提 出 さ れ 、 出

席 議 員 の 過 半 数 の 賛 成 で

可 決 さ れ た 場 合 、 首 長 は

議 長 か ら 通 知 が あ っ た 日

に 失 職 す る （ 地 方 自 治 法

第 １ ７ ８ 条 第 ２ 項 ・ 第 ３

項 ） と 規 定 さ れ て い ま す 。

Ａ
Q

教 育 委 員 会 委 員

任 期 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 20 日 〜 令 和 ６ 年 ６ 月 19 日 ）

人
　
事
　
案
　
件

市 長 に も 解 散 権 は
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